
 

ロゴマーク取扱要項 

       

令和４年１２月６日学長決裁 

 

 （趣旨） 

第１条 この要項は，国立大学法人島根大学（以下「本学」という。）のシンボルマークの取

扱いに関し，必要な事項を定めるものとする。 

 （シンボルマーク及びロゴマーク） 

第２条 本学のシンボルマークは，別図のとおりとする。 

２ ロゴマークとは，シンボルマークとロゴタイプ（文字を図案化したもの）をあわせたも

ので，本学のロゴマークについては別に定めるデザインマニュアルによる。      

 （使用手続） 

第３条 本学のシンボルマークを使用しようとする者は，事前に島根大学ロゴマーク使用許

可願（別紙様式。以下「許可願」とする。）を学長に提出し，許可を得るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、本学の役員及び教職員（職員就業規則（平成１６年島大規則

第７号）第３条第１項に定める職員をいう。）が職務の範囲内でシンボルマークを使用する

場合並びに学内学生団体（学生の厚生補導に関する規則第７条により学長の承認を受けた

団体）が活動の範囲内でシンボルマークを使用する場合は，前項の手続を要しない。 

（使用許可） 

第４条 学長は，前条第１項の許可願の提出があったときは，次の各号のいずれかに該当す

る場合を除き，使用を許可するものとする。 

 一 本学の信用若しくは品位を傷つけ，又はそのおそれのある場合 

 二 公序良俗に反し，又は反するおそれのある場合 

 三 特定の個人，政治，思想若しくは宗教の活動に利用し，又はそのおそれがある場合 

 四 その他学長が適当でないと認める場合 

 （遵守事項） 

第５条 シンボルマークの使用に当たっては，シンボルマークの品位及び尊厳の保持に努め

るとともに，次の各号に掲げる事項及び著作権法（昭和４５年法律第４８号）に定める事

項を遵守しなければならない。 

一 シンボルマークの形状及び色彩は，別に定めるデザインマニュアルに従うこととし，

改変しないこと。 

二 本学の同意なしにシンボルマークを第三者に使用させないこと。 

 （使用の許可の取り消し又は停止） 

第６条 学長は，第４条の規定に基づき使用を許可した後，当該使用許可に基づきシンボル

マークを使用する者（以下「使用者」という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは，当該使用許可を取り消すものとする。この場合において，学長は使用者に対し，使

用停止及び使用者の責任による使用物件（シンボルマークを使用した物品をいう。）の回収

等必要な措置を求めることができる。 

 一 本学の名誉を傷つけ，又はそのおそれがある場合 



 

 二 第３条第１項により提出した許可願の内容に虚偽のあることが判明した場合 

 三 第４条各号に定める事由に該当するに至った場合 

 四 その他この要項及び著作権法に定める事項に違反した場合 

 （営利目的での使用） 

第７条 営利目的でのシンボルマーク使用を許可する場合は，別に定める営利目的の名義使

用に関する要項により，本学は当該使用者との間でシンボルマークの使用に関する契約（以

下「使用契約」という。）を締結するものとする。 

２ 前項の規定により使用契約を締結した使用者は，使用契約で定める使用料を納付しなけ

ればならない。 

 （事務） 

第８条 シンボルマークに関する事務は，企画部企画広報課において行う。 

（雑則） 

第９条 この要項に定めるもののほか，シンボルマークの取扱いに関し必要な事項は，別に

定める。 

附 則 

 この要項は，令和４年１２月６日から実施する。 

 

別図 シンボルマーク（第２条関係） 

 

 

 

 



 

 

別紙様式 

島根大学ロゴマーク使用許可願 

                              令和  年  月  日 
国立大学法人島根大学長 殿  
                 

機関名 

住所 

代表者名             
 
 

 下記の通り、貴校のロゴマークを使用いたしますので、許可してくださるよう、 
お願いいたします。なお、利用に当たっては、貴校の指示に従うものとします。 
 
１．利用の種類（該当するものに印をつけてください） 

□掲載出版  □Web公開  □その他（    ） 

 
２．利用目的 
 

３．利用条件   下記「ロゴマーク等使用の際の条件」を遵守いたします。 
 
４．申込者連絡先      

氏名 

所属 

電話・FAX 

E-Mail 

 
ロゴマーク等使用の際の条件 

 （１）掲載された出版物等を、１部寄贈するものとする。 
 （２）資料は許可された目的以外には使用しないこと。 
 （３）利用の結果生ずる一切の責任は、申込者が負います。 

 

本件についてのお問合せ先 
 島根大学企画部企画広報課広報グループ 
  TEL     0852-32-6603 
  FAX     0852-32-6630 
    E-Mail  gad-koho@office.shimane-u.ac.jp 


